
見附市告示第５２号 

 見附市水田農業支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

  令和８年３月３１日 

                    見附市長  稲 田  亮 

   見附市水田農業支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 見附市水田農業支援事業補助金交付要綱（令和７年見附市告示第８０号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第１号中「機械」を「機器」に改め、同条第２号中「機械」を「機器」に、

「事業費」を「経費」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号

を加える。 

（２） スマート農業支援事業 農作業の省力化、コスト削減、経営規模拡大、 

   農産物の高品質化による収益性の向上等、農業者等の経営基盤の強化を促 

   進するためのスマート農業機器等の導入に要する経費の一部を補助する。 

 第７条第２項中「消費税法上の」を「消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の

規定による」に、「消費税法（昭和６３年法律第１０８号）」を「同法」に改める。 

 第１６条第１項中「機械」を「機器」に改め、同条第２項中「第１０号」を「第

１５号」に改める。 

 附則第２項中「令和５年」を「平成３０年」に改める。 

 別表第１中「 

水稲用農業機械導入事業 農業者、農業法人、農業者等が組織する団体 

」を「 

スマート農業支援事業 農業者、農業法人、農業者等が組織する団体 

水稲用農業機器導入事業 

」に改める。 

 別表第２中「 

水稲用農業

機械導入事

業 

１ 個人経営体については、５５歳未満の農業者、または５５歳以

上で後継者（５５歳未満）がいる農業者であること。 

２ 法人・団体においては、５５歳未満の代表者もしくは役員また



は通年雇用従事者を有すること。 

」を「 

スマート農

業支援事業 

１ 個人経営体については、５５歳未満の農業者、または５５歳以

上で後継者（５５歳未満）がいる農業者であること。 

２ 法人・団体においては、５５歳未満の代表者もしくは役員また

は通年雇用従事者を有すること。 

水稲用農業

機器導入事

業 

」に改める。 

 別表第３中「 

若手農業

者経営開

始支援事

業 

１ 農業用機械・施設の導入に要する経

費（中古機械及び中古施設について

は、安全性及び使用管理を行う上で不

都合がなく、耐用年数が３年以上残っ

ているものは補助対象とする。） 

２ 農地購入又は借地に要する経費 

３ 農業研修費（講師料含む。） 

補助対象経費の１０分の８ 

上限額３００千円 

」を「 

若手農業

者経営開

始支援事

業 

１ 農業用機器・施設の導入に要する経

費（中古機器及び中古施設について

は、安全性及び使用管理を行う上で不

都合がなく、耐用年数が３年以上残っ

ているものは補助対象とする。） 

２ 農地購入又は借地に要する経費 

３ 農業研修費（講師料含む。） 

補助対象経費の５分の４ 

上限額３００千円 

スマート

農業支援

事業 

農林水産省が公表する「スマート農業技

術カタログ」又は「農業用ドローンカタ

ログ」に記載されている機器等の導入及

び設置に要する経費（リース料、通信料、

講習費、メンテナンス費、保険料、中古

補助対象経費の２分の１ 

上限額５００千円 



機器は補助対象外とする。） 

」に、「 

水稲用農

業機械導

入事業 

面積拡大、収量向上、生産の省力・低

コスト化を図るために必要な機械又は

施設の導入に要する経費（中古機械及び

中古施設は補助対象外とする。） 

補助対象経費の１０分の３ 

上限額５００千円 

」を「 

水稲用農

業機器導

入事業 

面積拡大、収量向上、生産の省力・低

コスト化を図るために必要な機器・施設

の導入に要する経費（中古機器及び中古

施設は補助対象外とする。） 

補助対象経費の１０分の３ 

上限額５００千円 

」に改める。 

様式第１－１号中「 

区 分 補助対象者 

□ 若手農業者経営開始支援事業 若手農業者で新たに就農開始するもの 

□ 

 

水稲用農業機械導入事業 

 

農業者、農業法人、農業者等が組織す

る団体 

」を「 

区 分 補助対象者 

□ 若手農業者経営開始支援事業 若手農業者で新たに就農開始するもの 

□ スマート農業支援事業 
農業者、農業法人、農業者等が組織す

る団体 □ 水稲用農業機器導入事業 

」に、「 

事業内容 

（機械名、型番、規格、数量等） 

事業費 

（円） 

  

」を「 

事業内容 

（機器名、型番、規格、数量等） 

事業費 

（円） 



  

」に、「 

□ 

見附市水田農業支援事業補助金の交付申請に当たり、次のとおり宣言します。また、
見附市が補助金の交付の可否を判断するために、申請者の住民基本台帳の記録の状
況、市税の納付状況を閲覧することに同意します。 
 
（１）本事業の補助対象者に該当していること。 
【若手農業者経営開始支援事業】 

若手農業者（50 歳未満）で新たに就農開始するもの 
【水稲用機械導入事業】 

農業者、農業法人、農業者等が組織する団体 
 
（２）補助の要件を全て満たしていること。 
【若手農業者経営開始支援事業】 

就農開始から 3 年を目途に経営耕地面積 30ａ以上または年間 50 万円以上の販
売を目指す農業者 

【水稲用農業機械導入事業】 
①個人経営体については、若手農業者、または 55 歳以上で後継者 （若手農業

者）がいる農業者であること。 
②法人・団体においては、55 歳未満の代表者もしくは役員または通 年雇用従

事者を有すること。 
【共通】 

①農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 19 条に規定 する地域
計画のうち目標地図に位置付けられた者（見込みを含む。） 

②国又は県等の他の補助対象事業に採択されていないこと。 
③法及び農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）等の関係
法令に違反している団体及び法人並びに個人でないこと。 

④見附市暴力団排除条例(平成 25 年見附市条例第 2 号)に規定する暴力団又は暴
力団員でないこと。 

⑤交付年度を含めた 3 年度分の補助事業の成果について、毎年度の取組目標に対
する達成状況等を翌年度 5 月末日までに報告すること。 

」を「 



□ 

見附市水田農業支援事業補助金の交付申請に当たり、次のとおり宣言します。また、
見附市が補助金の交付の可否を判断するために、申請者の住民基本台帳の記録の状
況、市税の納付状況を閲覧することに同意します。 
 
（１）本事業の補助対象者に該当していること。 
【若手農業者経営開始支援事業】 

若手農業者（50 歳未満）で新たに就農開始するもの 
【スマート農業支援事業】【水稲用機器導入事業】 

農業者、農業法人、農業者等が組織する団体 
 
（２）補助の要件を全て満たしていること。 
【若手農業者経営開始支援事業】 

就農開始から 3 年を目途に経営耕地面積 30ａ以上または年間 50 万円以上の販
売を目指す農業者 

【スマート農業支援事業】【水稲用農業機器導入事業】 
①個人経営体については、55 歳未満の農業者、または 55 歳以上で後継者（55

歳未満の農業者）がいる農業者であること。 
②法人・団体においては、55 歳未満の代表者もしくは役員または通年雇用従事

者を有すること。 
【共通】 

①農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 19 条に規定する地域計
画うち目標地図に位置付けられた者（見込みを含む。） 

②国又は県等の他の補助対象事業に採択されていないこと。 
③法及び農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）等の関係
法令に違反している団体及び法人並びに個人でないこと。 

④見附市暴力団排除条例(平成 25 年見附市条例第 2 号)に規定する暴力団又は暴
力団員でないこと。 

⑤交付年度を含めた 3 年度分の補助事業の成果について、毎年度の取組目標に対
する達成状況等を翌年度 5 月末日までに報告すること。 

」に改める。 

様式第６－１号中「 

区 分 補助対象者 

□ 若手農業者経営開始支援事業 若手農業者で新たに就農開始するもの 

□ 

 

水稲用農業機械導入事業 

 

農業者、農業法人、農業者等が組織す

る団体 

」を「 

区 分 補助対象者 

□ 若手農業者経営開始支援事業 若手農業者で新たに就農開始するもの 

□ スマート農業支援事業 
農業者、農業法人、農業者等が組織す

る団体 □ 水稲用農業機器導入事業 

」に、「 



事業内容 

（機械名、型番、規格、数量等） 

事業費 

（円） 

  

」を「 

事業内容 

（機器名、型番、規格、数量等） 

事業費 

（円） 

  

」に改める。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


